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小規模宅地の特例～家なき子特例についての改正と経過措置について～
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平成30年4月1日以後に開始した相続又は遺贈について、家なき子特例（配偶者及び一定の同居親族がおらず
非同居親族が取得）の適用にあたっては従来の要件に加え、追加要件を満たす必要があります。

＜従来の要件＞

1.亡くなった人に配偶者、同居親族がいない
2.相続人は相続開始前3年前までに「自己または自己の配偶者」の持ち家に住んだことがない
3.相続した宅地を相続税の申告期限まで保有する

≪追加要件≫

〇2.について「3親等以内の親族」、「特別の関係がある法人」が追加
〇新たに「相続開始時に居住していた家屋を過去に所有していたことがない」が追加

以前は適用可能であったが、改正によって適用ができなくなる主なケース

・自宅を遺言で孫へ遺贈→孫が相続開始前3年以内に家族所有の自宅に居住していた場合は適用不可
・親名義の家に住んでいた子が実家を相続するケース→適用不可
・自宅のリースバック、知人同士で交換していた→適用不可

今回の改正により、家なき子特例についてはかなり制限がかけられました。

しかし、納税者にとって不利な改正ということもあり令和2年3月31日までの間に相続又は遺贈により取得した場
合は経過措置があります。

（経過措置）

平成30年改正法の施行前の家なき子特例の要件（上記＜従来の要件＞）を充足していればそれで事足りること
となります。

事実上、上記改正は施行開始が2年間猶予されたと同様の状況にあるといえます。

▽注意したいこと

孫への遺贈によって小規模宅地の特例を受けるといったことが令和2年3月31日以降はできなくなります。
小規模宅地の効果を期待して遺言を作成しているケースでは見直しが必要と思われます。

今回の改正と経過措置により、誰がいつからどこに住んでいたかということが相続税の計算上、非常に重要に

なってきます。住所の変遷が分かるよう住民票等に記録が残るようにしておくことも今後の相続税対策として重

要になってくると思われます。


